
八潮市役所　☎996-2111　市外局番は（048）です
日日時・期間　 場場所　 対対象　 内内容　 持持ち物　 定定員　 費費用　 申申し込み　 問問い合わせ

広報（6） No.881 令和６年（２０２4年）４月1０日

えせ同和行為を排除しましょうえせ同和行為を排除しましょう
―埼葛えせ同和行為対策強化月間――埼葛えせ同和行為対策強化月間―

「やしお くらしのガイドブック」を配布中「やしお くらしのガイドブック」を配布中

　市民生活に関わりの深い行政情報な
どを掲載した「やしお　くらしのガイ
ドブック」を発行しました。このガイ
ドブックは、市と㈱サイネックスの官
民協働事業により作成したものです。
　４月末までに市内全戸に配布します。
お手元において、ご活用ください。
※４月末までに届かない方は、ご連絡ください。

　本市を含む埼葛市町では、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対
策強化月間」と定め、部落差別に対する正しい理解の妨げとな
っている「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

教育委員会教育長の任命

教育委員会委員の任命

再任　井
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人
と

　氏（任期　令和６年４月１日～令和９年３月３１日）

新任　橋
はし

本
もと

　珠
たま

美
み

　氏（任期　令和６年４月１日～令和１０年３月３１日）

問教育総務課☎線３６１

問教育総務課☎線３６１

問秘書広報課☎線４２３

「えせ同和行為」とは
　部落差別の解消を口実に、個人、企業、行政機関などに対し
て「図書等物品購入の強要」や「寄附金・賛助金の強要」など、
不法・不当な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、
部落差別に対する誤った認識を植えつけ、新たな偏見や差別意
識を生む要因となり、部落差別解消の大きな阻害要因となる許
されない行為です。

えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しの
ぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。終始、き
然とした態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。

部落差別に対する正しい理解を深めましょう
　部落差別とは、被差別部落に「住んでいる」あるいは「生ま
れた」ということを理由とした不合理な偏見により、結婚や就
職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害される
という、日本の歴史の中で生み出され、現在もなお存在する我
が国固有の重大な人権問題です。埼葛市町では「部落差別の解
消の推進に関する法律」や「埼玉県部落差
別の解消の推進に関する条例」を踏まえ、
部落差別に対する正しい理解が図られるよ
う、人権教育・啓発活動を推進しています。 法務省：�えせ同和行為を

排除するために

問人権・男女共同参画課☎線８１１

案内案内
低所得妊婦に対する初
回産科等受診料助成事
業を開始

　低所得の妊婦に対し、妊娠判
定を受けるための初回の受診に
要する費用の一部を助成します。
助成金の額は、１万円を限度と
します。
問子ども家庭支援課☎線８９０

どこでも戸籍証明書が取
得できるようになりました

　本籍地以外の市区町村窓口で
次の戸籍証明書が取得できます。
取得できる戸籍証明書の種類　
・戸籍（除籍）全部事項証明書
・改製原戸籍謄本
持顔写真つきの本人確認書類
※本人、直系親族（親・子・孫

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
HOTコーナーに掲載の情報について詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。コーナーコーナー

おしらせおしらせ FAX

995-7367

など）の戸籍に関する証明書の
み取得できます。
※代理人・郵送による請求はで
きません。
問市民課☎線２１３

東京葛西用水路・八条
用水路の通水
　田植えの準備のため通水しま
す。通水により水位が上がりま
すので、幼児や児童が水路に近
づかないよう、ご注意ください。
日４月２４日㈬　午前９時～
問都市農業課☎線８４２

制度改正に伴うこども医
療費の受給者証の送付
　４月１日からのこども医療費の
対象児童の年齢拡大に伴い、新
しい受給者証を３月下旬から順
次、送付しています。
　まだ、お手元に届いてない場
合は、ご連絡ください。
※ひとり親家庭等医療・重度心

身障害者医療・生活保護受給世
帯・児童福祉施設に入所してい
る児童などは、本制度の対象と
はなりません。
問子育て支援課☎線２０９

協働のまちづくり推進
事業助成金

　市のまちづくりの課題解決に
取り組む事業に対して助成しま
す。
対次の要件に該当する団体▼市
内に事務所または活動場所を有
すること▼構成員が５人以上の
団体で、半数以上が市内に在住
・在勤・在学していることなど
助成額　①発足３年以上の団体
＝限度額１０万円（対象経費の３
分の２以内）※昨年度交付団体
は申請不可②発足３年未満の団
体＝限度額５万円
申４月３０日（必着）までに、申
請書類（市民協働推進課または
市ホームページで入手）を市民
協働推進課（☎線３２８）窓口へ

第９期八潮市高齢者保
健福祉計画・介護保険
事業計画の策定
　市では、高齢者に関する各種
の保健福祉事業や介護保険制度
の円滑な実施に関する総合的な
計画として、令和６年度から令

和８年度までを計画期間とする
「第９期八潮市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画」を策定
しました。
　計画では、基本理念を「健康
でいきいきと安心して暮らしつ
づけられる地域をめざして」と
定め、各事業に取り組みます。
問長寿介護課☎線４４７

第８次八潮市障がい者
行動計画・第７期八潮市
障がい福祉計画の策定
　市では、障がい児・者施策、障
がい福祉サービスなどの提供体
制を示す総合的な計画として、
令和６年度から令和８年度までを
計画期間とする「第８次八潮市障
がい者行動計画・第７期八潮市
障がい福祉計画」を策定しました。
　計画では、基本理念を「とも
に生き、ともに支え合う地域づ
くり」と定め、各事業に取り組
みます。
問障がい福祉課☎線８６２

マンション管理計画認
定制度の開始
　マンション管理適正化推進計
画を策定し、市内の分譲マンシ
ョンを対象とした、マンション管
理計画認定制度を開始しました。
問都市計画課☎線２７０


